
平成 26年度からの改正点平成26年度からの改正点

■問合せ　市庁舎本館市民税課　市民税係　℡0897－52－1317

を改正します　皆さまのご理解とご協力を平成26・27年度から個人市県民税（住民税）

　東日本大震災復興基本法に基づき、市や県で実施する防災事業に必要
な財源を確保するために、臨時的に市県民税が引き上げられます。
　引き上げられる額は年税額で1,000円です。
　（市民税500円、県民税500円）

均等割税率の改正均等割税率の改正

市民税の均等割額
県民税の均等割額

合 計

均 等 割 改 正 後
３,５００円
２,２００円
５,７００円

３,０００円
１,７００円

改 正 前

４,７００円

【期間】　平成26年度～平成35年度（10年間）

　公的年金を受給している人が日本年金機構等に提出する「扶養親族等申告書」に、寡婦（寡夫）の記載
が追加されたことで、寡婦（寡夫）控除の申告をしなくても、適用の有無が把握できるようになりました。
　なお「扶養親族等申告書」の提出時に寡婦（寡夫）の記載漏れなどがある場合は、税務署への確定申告
または、市役所への市県民税申告が必要となります。

公的年金受給者の寡婦（寡夫）控除に係る申告手続きの簡素化公的年金受給者の寡婦（寡夫）控除に係る申告手続きの簡素化

　給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の定額とされたことに
伴い給与所得の計算方法が変わりました。

給与所得控除の改正（給与所得控除の上限設定）給与所得控除の改正（給与所得控除の上限設定）

1,000万円超～1,500万円以下
1,500万円超

給 与 収 入 額
給 与 所 得 金 額

改 正 後

給与収入額×95％－170万円

改 正 前
給与収入額×95％－170万円
給与収入額－245万円

　平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合
には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されることを踏まえ、平成26年度から平成50年
度までの各年度の個人市県民税のふるさと寄附金に係る特例控除額が見直されます。

ふるさと寄附金制度の見直しふるさと寄附金制度の見直し

特 例 控 除 額（２）

基 本 控 除 額（１）
改 正 後

（寄付金額ー2,000円）×
　　（90％－所得税の適用税率）

（寄付金額ー2,000円）×
（90％－所得税の適用税率×1.021）

（寄附金額ー2,000円）×10％
改 正 前

　　ふるさと寄附金税額控除額 ＝ 基本控除額（１）＋ 特例控除額（２）

※１　控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30パーセントが限度です。
※２　特例控除額は、個人市県民税所得割額の10パーセントが限度です。

　所得税に係る給与所得の源泉徴収票や公的年金等の源泉徴収票に記載すべき事項を電子データ（eーTax
や光ディスク等）で提出しなければならない方は、給与支払報告書、または公的年金等支払報告書に記載
すべき事項を電子データ（eLTAXや光ディスク等）により、市町村長に提出しなければならなくなりまし
た。

給与支払報告書および
　　公的年金支払報告書の電子データによる提出の義務化
給与支払報告書および
　　公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化

　上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10パーセント軽減税率（所得税７パーセント、市県民税
３パーセント）の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年１月１日以降は、20パーセン
ト（所得税15パーセント、市県民税５パーセント）の税率となります。

上場株式等の譲渡所得等および
　　配当所得に係る 10パーセント軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等および
　　配当所得に係る10パーセント軽減税率の廃止

　平成26年から平成35年までの各年に金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において、毎年
新規投資額で100万円を上限に、５年以内に支払いを受けるべき配当所得および譲渡所得等について、非
課税とすることとされました。

非課税口座内の少額上場株式等に係る
　　配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設
非課税口座内の少額上場株式等に係る
　　配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設

平成 27 年度からの改正点平成 27年度からの改正点

　個人市県民税の住宅ローン控除について、適用期限（現行平成25年12月31日）が平成29年12月31日まで
４年間延長されました。さらに平成26年４月から平成29年12月までに居住を開始した人で、住宅取得に係
る消費税等の税率が８パーセント、または10パーセントの場合は、控除限度額が拡充されます。

住宅ローン控除の延長および拡充住宅ローン控除の延長および拡充

控除限度額

居 住 年 平成26年１月～３月 平成26年４月～平成29年12月
所得税の課税総所得金額等
の５％（最高 97,500円）

所得税の課税総所得金額等
の５％（最高 97,500円）

所得税の課税総所得金額等
の７％（最高 136,500円）

平成25年12月まで（現行）

※１　所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で
　　　市県民税から控除するものです。
※２　平成26年４月から平成29年12月までの金額は、消費税率が８パーセント、または10パーセントである場合
　　　であり、それ以外の場合、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の５パーセント（最高 97,500円）です。
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